
森林整備事業

１ 事業の趣旨

森林の持つ多面的機能を持続的に発揮する健全な森林の育成を目的として、(1)意

欲と実行力を有し持続的な森林経営を計画的に行う者や (2)気象災害地等の条件不

利地において森林所有者に代わり公的主体が行う造林や間伐等の森林整備に対して

助成するものです。

２ 事業の概要

（1）森林環境保全直接支援事業

  地域の森林を集約化し、持続的な森林経営を取組む者を対象に、森林経営計画等

に基づき実施する植栽、保育、間伐等の森林整備に助成する事業。

（2）環境林整備事業

  計画的な森林の育成について、森林所有者の自助努力では困難な森林（気象害、

松くい虫被害及び鳥獣被害森林等の条件不利地等）を対象に市町村、森林組合等の

公的主体が、森林所有者に代わって行う森林整備に助成する事業。

３ 事業内容及び事業実施主体等

  

   

４ 担当課

岩手県農林水産部森林整備課整備担当（TEL 019-629-5790）
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